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九州国際大学学則 

（昭和２５年４月１日制定） 

最終改正 平成２１年４月１日 

 

   第１章 総則 

第１条 本学は、教育基本法及び学校教育法に則り、個性の伸長と人格の完成を旨とし、

法律学、経済学、経営学、国際関係学に関する専門的知識を教授し、北九州の地域に立

脚し、国際的視野を持った理論・実践両面に明るい人材を養成することを目的とする。

２ 各学部及び学科の人材養成の目的は、次のとおりとする。 

（１）法学部は、法律の専門的・体系的知識に基づく法的思考力を修得させ、もって理論

実践両面に明るい人材を養成することを目的とする。 

（２）法学部法律学科は、法律の専門的・体系的知識に基づく法的思考力を修得させると

ともに、フィールドワークを通じて実践力を獲得させ、もって地域の行政・企業分野

において実務を遂行できる人材、及び企業活動に積極的に関与できる法律のプロフェ

ッショナルを養成する。 

（３）経済学部は、経済学及び経営学の専門的・体系的知識に基づく基礎的な思考力を修

得させ、もって時代の変化に適切に対応し、バランスある社会の発展に貢献する、理

論と実践両面に明るい人材を養成することを目的とする。 

（４）経済学部経済学科は、時代、地域社会、国際社会から求められる経済学の基礎的知

識を修得させ、経済学的視点から課題を発見し解決することができ、かつ対話を通じ

て互いの認識を共有できる人材を養成する。 

（５）経済学部経営学科は、経営学の体系的知識及びそれに関する能力を修得させ、もっ

て企業・地域社会において活躍できる経営に関する実践的スキルを持った人材を養成

する。 

（６）国際関係学部は、国際関係学の専門的・体系的知識に基づく基礎的な思考力を修得

させるとともに、複雑化、多様化する国際社会のグローバリゼーションに対応しうる

グローバル・リテラシー（国際対話能力）を備えた人材を養成することを目的とする。

（７）国際関係学部国際関係学科は、国際コミュニケーションの手段としての言語能力と

総合的な国際教養を基礎として、豊かで個性的な人間性、自己開発能力、国際的視野

を持ちフィールドワークを通して実践する能力、文化の違いを認識しつつ協調を図る

能力、問題発見と解決能力を併せ持つ人材を養成する。 

 

第２条 本学は、その教育研究水準の向上を図り、本学の目的及び社会的使命を達成する

ため、教育研究活動等の状況について自己点検及び評価を行う。 

２ 自己点検・評価に関する規程は、別に定める。 
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第３条 本学に、次の学部を置く。 

 法学部 

 経済学部 

 国際関係学部 

２ 前項の学部に置く学科の入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。 

   

学 部 学 科 入 学 定 員 
収容 
定員 

法 学 部 法 律 学 科
(昼間主コース)１４０ 

(夜間主コース) ４０ 

５６０ 

１６０ 

経 済 学 科
(昼間主コース)１１０ 

(夜間主コース) ４０ 

４４０ 

１６０ 
経 済 学 部 

経 営 学 科
(昼間主コース)１００ 

(夜間主コース) ３０ 

４００ 

１２０ 

国際関係学部 国際関係学科
(昼間主コース)１００ 

(夜間主コース) ４０ 

４００ 

１６０ 

 

第３条の２ 本学に、大学院を置く。 

２ 大学院の学則は、別に定める。 

   第２章 職員組織 

第４条 本学に、次の職員を置く。 

（１）学長 

（２）教授、准教授及び助教 

（３）研究職員 

（４）事務職員、技能職員及びその他の職員 

   第３章 教授会及び評議会 

第５条 本学の各学部に教授会を置く。 

２ 教授会は、各学部に所属する専任の教授、准教授及び助教をもって構成する。 

３ 教授会は、次の事項を審議する。 

（１）教育課程に関すること 

（２）入学、卒業、転学、転学部・転学科、留学、休学、復学、退学、除籍、再入学及び

賞罰等学生の身上に関すること 

（３）学生の試験に関すること 

（４）学生の生活指導に関すること 

（５）教員の人事に関すること 

（６）学則その他学内諸規程に関すること 
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（７）教育及び研究に関すること 

（８）その他学部の運営に関する重要事項 

４ 教授会に関する規程は、別に定める。 

 

第６条 本学に、本学の重要事項を審議し決定するため大学評議会（以下「評議会」とい

う。）を置く。 

２ 評議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。 

（１）学長 

（２）副学長 

（３）国際センター長 

（４）法学研究科長及び企業政策研究科長 

（５）法学部長、経済学部長及び国際関係学部長 

（６）図書館長 

（７）社会文化研究所長 

（８）各学部から選出された教授３名 

３ 評議会は、次の事項を審議し決定する。 

（１）学則その他重要な規程の制定改廃に関すること 

（２）教学の基本方針に関すること 

（３）教員人事の基準に関すること 

（４）大学の機構、組織並びに制度に関すること 

（５）全学的な行事に関すること 

（６）学生に関する重大な賞罰に関すること 

（７）その他大学運営に関すること 

４ 評議会に関する規程は、別に定める。 

   第４章 修業年限及び在学年限 

第７条 本学における修業年限は、４年とする。 

 

第８条 学生は、８年を超えて在学することができない。ただし、第１６条第１項並びに

第１７条第１項の規定により入学した学生は、第１６条第２項並びに第１７条第２項に

より定められた在学すべき年数の２倍に相当する年数を超えて在学することができな

い。 

   第５章 学年、学期及び休業日 

第９条 学年は、４月１日に始まり翌年３月３１日に終る。 

２ 学年を２学期に分け、春学期は４月１日から９月３０日までとし、秋学期は１０月１

日から翌年３月３１日までとする。 

３ 必要がある場合、学長は、前項に定める学期の開始日及び終了日を臨時に変更するこ
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とができる。 

 

第１０条 休業日は、次のように定める。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律に定める休日 

（３）学園創立記念日（５月１日） 

（４）春季休業（自３月１日至３月３１日） 

（５）夏季休業（自８月１日至９月１０日） 

（６）冬季休業（自１２月２５日至１月７日） 

２ 必要がある場合は、学長は、前項の休業日を臨時に変更することができる。 

３ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。 

   第６章 入学、転学、転学部・転学科、留学、 

      休学、復学、退学、除籍及び再入学 

第１１条 入学の時期は、原則として学期の始めとする。 

 

第１２条 本学に入学し得る者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１）高等学校を卒業した者 

（２）通常の課程による１２年の学校教育を修了した者 

   （通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。） 

（３）外国において、学校教育における１２年の課程を修了した者、又は、これに準ずる

者で文部科学大臣の指定したもの 

（４）文部科学大臣の指定した者 

（５）文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育

施設の当該課程を修了した者 

（６）大学入学資格検定規程（昭和２６年文部省令第１３号）により文部科学大臣の行う

大学入学資格検定に合格した者 

（７）以上の各号に該当する者のほか、相当の年齢に達し本学で高等学校を卒業した者と

同等以上の学力があると認めた者 

 

第１３条 入学志願者は、次の書類に検定料と写真を添えて指定の期日までに願い出なけ

ればならない。 

  入学志願書 

  調査書 

２ 検定料は、別に定める。 

３ 納付済の検定料は、返還しない。 
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第１４条 入学志願者に対して入学試験を行う。 

２ 入学試験に関する規程は、別に定める。 

第１５条 入学試験に合格し、所定の期日までに入学金、授業料、その他の納入金を納入

し、保証人連署の誓約書及びその他の必要書類を提出した者に対して、学長は、入学を

許可する。 

２ 入学金、授業料、その他の納入金並びに提出書類については、別に定める。 

３ 保証人の資格及び義務については、別に定める。 

 

第１６条 本学に転入学を志願する者があるときは、学長は教授会の議を経て、入学を許

可することができる。 

２ 転入学に関する規程は、別に定める。 

 

第１７条 本学に編入学を志願する者があるときは、学長は教授会の議を経て、入学を許

可することができる。 

２ 編入学に関する規程は、別に定める。 

 

第１８条 学生が他大学に転学しようとするときは、学長の許可を得なければならない。

 

第１９条 学生が転学部・転学科を志願するときは、学長は教授会の議を経て、許可する。

２ 転学部・転学科に関する規程は、別に定める。 

 

第２０条 学生が外国の大学等に留学しようとするときは、学長は教授会の議を経て、こ

れを許可することができる。 

２ 留学する学生に関する規程は、別に定める。 

 

第２１条 疾病その他やむを得ない理由により引続き３ヵ月以上修学することができない

者は、休学願書を提出し学長の許可を得て休学することができる。 

２ 疾病その他やむを得ない理由により修学することが適当でないと認められるものにつ

いては、学長は休学を命ずることができる。 

３ 休学期間は、通算して２年を超えることができない。 

４ 休学期間は、第８条の在学期間には算入しない。 

 

第２２条 休学した者が復学しようとするときは、復学願書を提出して学長の許可を得な

ければならない。 

 

第２３条 疾病その他やむを得ない理由により退学しようとする者は、退学願書を提出し

て学長の許可を得なければならない。 
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第２４条 次の各号のいずれかに該当する者は、学長が教授会の議を経て、除籍する。 

（１）授業料その他の学費を滞納した者 

（２）正当な理由なく、履修届を提出しない者 

（３）在学期間が８年を超えた者 

（４）休学期間満了後、復学しない者 

２ 除籍された者は、退学したものとみなす。 

 

第２５条 本学を退学した者で再入学を志願する者があるときは、学長は教授会の議を経

て、入学を許可する。 

２ 第１１条、第１５条第２項及び第１６条第２項の規定は、前項の場合に準用する。 

   第７章 授業科目及び単位 

第２６条 本学の教育課程は、授業科目を共通教育科目、専門教育科目及び特別教育科目

に分ける。 

 

第２７条 教育課程は、各授業科目を必修科目、選択科目及び自由科目に分け、これを各

年次に配当して編成するものとする。 

 

第２７条の２ 本学は、各学部が編成する教育課程のほか、副専攻課程を開設し、その学

修成果を認定することができる。 

２ 副専攻課程についての規程は、別に定める。 

 

第２８条 授業科目、単位数及びその他履修に関する事項は、修学規程の定めるところに

よる。 

 

第２９条 １年間の授業期間は、定期試験等を含め３５週にわたることを原則とする。 

２ 各授業科目の授業は、１５週にわたる期間を単位として行うものとする。ただし、教

育上特別の必要があると認められる場合は、これらの期間より短い特定の期間において

授業を行うことができる。 

 

第３０条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を４５時間の学修を必要とする内容

をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業

時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により定める。 

（１）講義及び演習については、１５時間から３０時間までの授業をもって１単位とする。

（２）実験、実習及び実技については、３０時間から４５時間までの授業をもって１単位

とする。 

（３）一の授業科目について、講義、演習、実験、実習及び実技のうち二以上の方法の併

用により行う場合は、その組み合わせに応じ、前２号に規定する基準を考慮して単位
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数を定めるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、卒業論文、卒業研究及び卒業制作等の授業科目については、

これらの学修の成果を評価して単位数を定めるものとする。 

 

第３１条 教育職員免許法及び教育職員免許法施行規則に基づいて、教員免許状を取得し

ようとする者は、本学所定の教職関係科目を履修し必要単位数を修得しなければならな

い。 

２ 本学において取得できる教員免許状の種類は、次のとおりである。 

学部学科 取得免許状の種類 教科 

中学校教諭一種免許状 社会 
法 学 部 法 律 学 科

高等学校教諭一種免許状 公民 

中学校教諭一種免許状 社会 

地理歴史 経 済 学 科
高等学校教諭一種免許状 

公民 

中学校教諭一種免許状 社会 

公民 

経 済 学 部 

経 営 学 科
高等学校教諭一種免許状 

商業 

中学校教諭一種免許状 英語 

英語 国際関係学部 国際関係学科
高等学校教諭一種免許状 

公民 

３ 教職課程についての規程は、別に定める。 

 

第３２条 図書館法第５条に規定する司書の資格を得ようとする者は、本学所定の図書館

学課程に関する科目を履修し、必要単位数を修得しなければならない。 

２ 図書館学課程についての規程は、別に定める。 

 

第３３条 学校図書館法第５条に規定する司書教諭の資格を得ようとする者は、本学所定

の科目を履修し、必要単位数を修得しなければならない。 

２ 司書教諭資格についての規程は、別に定める。 

 

第３３条の２ 財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者の資格を得ようとする者は、本

学所定の科目を履修し、必要単位数を修得しなければならない。 

２ 公認スポーツ指導者養成課程についての規程は、別に定める。 

   第８章 単位の授与 

第３４条 大学は、授業科目を履修し、試験、論文又は履修の平常状況により合格した学

生には、所定の単位を与える。 
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２ 前項の試験等の成績評価は、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆとし、ＡＡ・Ａ・Ｂ・Ｃを合格と

する。 

３ 試験については、修学規程の定めるところによる。   

 

第３４条の２ 成績評価基準としてグレード・ポイント・アベレージ（Grade Point Average

以下「ＧＰＡ」という。）を用いることができる。 

２ ＧＰＡについては、修学規程の定めるところによる。 

 

第３５条 次の各号のいずれかに該当する者には、単位を与えない。 

（１）授業科目につき履修届を提出していない者 

（２）学費を納付していない者 

（３）試験において不正行為をした者 

 

第３６条 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が他の大学又は短期大学において履

修した授業科目について修得した単位を、６０単位を超えない範囲で本学における授業

科目の履修により修得したものとみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項の規定は、学生が外国の大学又は短期大学に留学する場合に準用する。 

 

第３６条の２ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が短期大学又は高等専門学校の

専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を、本学における授業科目の

履修とみなし、単位を与えることができる。 

２ 前項により与えることができる単位数は、前条第１項及び第２項により本学において

修得したものとみなす単位数と合わせて６０単位を超えないものとする。 

 

第３６条の３ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学又は短期大

学において履修した授業科目について修得した単位（科目等履修により修得した単位を

含む。）を、本学における授業科目の履修により修得したものとしてみなすことができ

る。 

２ 本学は、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に行った第３６条の２第１項

に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。

３ 前２項により修得したとみなし、又は与えることのできる単位数は、編入学、転入学

等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第３６条第１項及び

第２項並びに前条第１項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて６０

単位を超えないものとする。 

 

第３６条の４ 学則第３６条及び第３６条の２に定める大学等で授業科目の履修を希望す

る者は、教授会の許可を受けなければならない。 
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第３６条の５ 本学以外で修得した科目及び単位の取り扱いに関する基準は、別に定める。

   第９章 卒業及び学位の授与 

第３７条 次の各号の要件を充足した者については、学長は教授会の議を経て、卒業を認

定し、卒業証書・学位記を授与する。 

（１）本学に４年（第１６条第１項並びに第１７条第１項により入学した者については、

第１６条第２項並びに第１７条第２項により定められた在学すべき年数）以上在学す

ること 

（２）第２７条及び第２８条の規定に従い、法学部、経済学部並びに国際関係学部は１２

４単位以上を修得すること 

 

第３８条 前条の要件を満たした者には、学長は教授会の議を経て、学士の学位を授与す

る。 

２ 学位及びその授与については、別に定める。 

   第１０章 外国人留学生、帰国子女、 

        科目等履修生、研究生及び委託生 

第３９条 外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学並びに

編入学を志願する者があるときは、学長は教授会の議を経て、選考の上、外国人留学生

として入学を許可することがある。 

 

第４０条 帰国子女で、本学に入学及び編入学を志願する者があるときは、学長は教授会

の議を経て、選考の上、入学を許可することができる。 

 

第４１条 本学の学生以外の者で、本学の授業科目の履修を志願するものについては、学

長は教授会の議を経て、選考の上、各学部の教育研究に支障のない限り科目等履修生と

して入学を許可することがある。 

 

第４２条 本学あるいは他大学を卒業した者及びこれに準ずるもので、本学専任教員指導

の下に、特定の事項について研究を志願する者については、学長は教授会の議を経て、

選考の上、研究生として入学を許可することがある。 

 

第４３条 公共団体又はこれに準ずる機関より、本学の特定科目について修学を委託され

た者があるときは、学長は教授会の議を経て、委託生として入学を許可することがある。

 

第４４条 外国人留学生、帰国子女、科目等履修生、研究生及び委託生に関する規程は、

別に定める。 
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   第１１章 公開講座 

第４５条 社会人の教養を高め、文化の向上に資するため、本学に市民講座、公開講座を

開設することができる。 

   第１２章 学費 

第４６条 学生は、学費を納付しなければならない。 

２ 学費その他の納付金に関する規程は、別に定める。 

 

第４７条 納付済の入学金、授業料その他の学費は返還しない。 

   第１３章 奨学金 

第４８条 品行方正、学業優秀な学生に対して奨学金を給与する。 

２ 奨学金給与に関する規程は、別に定める。 

   第１４章 学生寮 

第４９条 本学に学生寮を設置する。 

２ 学生寮に関する規程は、別に定める。 

   第１５章 賞罰 

第５０条 学生として表彰に価する行為があった者は、教授会の議を経て、学長が表彰す

ることができる。 

 

第５１条 本学の規則に違反し、又は学生としての本分に反する行為をした者は、教授会

の議を経て、学長が懲戒する。 

２ 懲戒は、退学、停学及び訓告とする。 

３ 退学は、次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。 

（１）性行不良で改善の見込みがないと認められる者 

（２）学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者 

（３）正当な理由がなく出席常でない者 

（４）本学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者 

   第１６章 付設機関 

第５２条 本学に図書館を置く。 

２ 図書館に関する規程は、別に定める。 

 

第５３条 本学に研究所を置く。 

２ 研究所に関する規程は、別に定める。 
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第５４条 削除 

 

第５５条 本学に教育情報ネットワークセンターを置く。 

２ 教育情報ネットワークセンターに関する規程は、別に定める。 

 

第５６条 本学に別科日本語研修課程を置く。 

２ 別科日本語研修課程に関する規程は、別に定める。 

 

第５７条 本学にエクステンションセンターを置く。 

２ エクステンションセンターに関する規程は、別に定める。 

 

   附 則 

 この学則は、昭和２５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（昭和５３年４月１日） 

１ この改正した学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

２ 昭和５２年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第３７条の規定にか

かわらず、従前の例による。 

 

   附 則（昭和５４年４月１日） 

 入学定員に係る学則第３条の法経学部第一部入学定員を改めたこの改正した学則は、昭

和５４年４月１日から施行する。ただし、総定員については、昭和５７年４月１日から施

行する。 

 

   附 則（昭和５６年４月１日） 

１ この改正した学則は、昭和５６年４月１日から施行する。 

２ 昭和５５年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第３７条の規定にか

かわらず、従前の例による。 

 

   附 則（昭和５８年４月１日） 

１ この改正した学則は、昭和５８年４月１日から施行する。 

２ 昭和５７年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第３７条の規定にか

かわらず、従前の例による。 

 

   附 則（昭和５９年４月１日） 

 この改正した学則は、昭和５９年４月１日から施行する。 
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   附 則（昭和６０年４月１日） 

１ この改正した学則は、昭和６０年４月１日から施行する。 

２ 昭和５９年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第３７条の規定にか

かわらず、従前の例による。 

 

   附 則（昭和６１年４月１日） 

１ この改正した学則は、昭和６１年４月１日から施行する。 

２ 改正学則施行前からの在学生については、改正前の学則の定めるところによる。 

３ 昭和６０年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第３７条の規定にか

かわらず、従前の例による。 

 

   附 則（昭和６２年４月１日） 

 この改正した学則は、昭和６２年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成元年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ 昭和６３年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第４１条の規定にか

かわらず、従前の例による。 

 

   附 則（平成元年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ 国際商学部国際商学科の総定員は、学則第２条第２項の規定にかかわらず、平成４年

４月までは次のとおりとする。 

 
平成元年度 平成２年度 平成３年度 平成４年度

国際商学部 国際商学科 150 150 300 450 600

学部 学科 入学定員
総定員

 

 

   附 則（平成２年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成２年４月１日から施行する。 

２ 平成元年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第４１条の規定にかか

わらず、従前の例による。 

 

   附 則（平成３年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成３年４月１日から施行する。 

２ 平成２年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第４１条の規定にかか

わらず、従前の例による。 

 

 

   附 則（平成３年４月１日） 
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 この改正した学則は、平成３年４月１日から施行する。ただし、第２９条については、

平成２年４月以降の入学生から適用する。 

 

   附 則（平成４年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 第２条第２項の規定にかかわらず、法経学部第一部法律学科、経営経済学科及び国際

商学部国際商学科の入学定員を、平成４年度から平成１１年度までの間は、次のとおり

とする。 

 

学　　　部 学　　科 入学定員
法律学科 ３６０名
経営経済学科 ３６０名

国際商学部 国際商学科 ２００名

法経学部第一部

 

 

   附 則（平成４年４月１日） 

 この改正した学則は、平成４年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成４年４月１日） 

 この改正した学則は、平成４年４月１日から施行する。ただし、平成３年度卒業生にか

ぎり、学位授与については平成４年３月２０日から施行する。 

 

   附 則（平成４年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成４年４月１日から施行する。 

２ 法経学部第一部・第二部経営経済学科（経営学コース）については、第２６条別表１

の教育課程表を平成２年度入学生より適用する。 

 

   附 則（平成５年４月１日） 

 この改正した学則は、平成５年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成６年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 平成６年４月１日から法経学部第一部及び法経学部第二部の学生募集を停止し、当該

在学生の卒業を待って当該学部を廃止する。 

３ 平成５年度以前に入学した学生に対する改正後の学則第３条、第２６条、第２８条、

第３１条、第３７条及び第３８条の規定の適用については、なお従前の例による。 

４ 第３条の規定にかかわらず、法学部第一部及び経済学部第一部の入学定員は平成６年

度から平成１１年度までの間は、次のとおりとする。 
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入学
定員

収容
定員

入学
定員

収容
定員

入学
定員

収容
定員

入学
定員

収容
定員

法学部
第一部

法律学科 360 360 360 720 360 1,080 360 1,440

経済学科 180 180 180 360 180 540 180 720

経営学科 180 180 180 360 180 540 180 720

平成８年度
平成９年度
～１１年度

経済学部
第一部

学　部 学　科
平成６年度 平成７年度

 
 

   附 則（平成６年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成６年４月１日から施行する。 

２ 平成５年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第４６条の規定にかか

わらず、従前の例による。 

 

   附 則（平成７年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成７年４月１日から施行する。 

２ 平成６年度以前に入学した者に対する改正後の学則第３７条の規定及び別表３の適用

については、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成８年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成８年４月１日から施行する。 

２ 平成７年度以前に入学した者に対する改正後の学則第２８条別表１及び第３８条の規

定の適用については、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成９年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成９年４月１日から施行する。 

２ 法学部法律学科の入学定員・収容定員は、第３条の規定にかかわらず、平成９年度か

ら平成１１年度までの間は、次のとおりとする。なお、平成９年度及び平成１０年度の

３年次編入学定員については、法学部第一部法律学科３年次の編入学定員とする。 

 

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

昼間主
コース

360 20 1,460 360 20 1,480 360 20 1,480

夜間主
コース 100 － 100 100 － 200 100 － 300

法学部
法律
学科

学部

平成１１年度

学科

平成９年度 平成１０年度

 

３ 平成９年４月１日から法学部第二部の学生募集を停止し、当該在学生の卒業を待って

当該学部を廃止する。 

４ 平成８年度以前に法学部第一部及び法学部第二部に入学した者に対する改正後の学則

第３条、第２６条、第２８条、第３１条及び第４６条の規定の運用については、なお従
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前の例による。 

５ 平成９年度（２年次以上）及び平成１０年度（３年次）に法学部第一部及び法学部第

二部に転入学並びに編入学した者に対する改正後の学則第１６条、第１７条、第２６条、

第２８及び第３１条の規定の適用については、なお従前の例による。 

６ 平成８年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第46条の規定にかかわ

らず、従前の例による。 

 

   附 則（平成９年４月１日） 

 この改正した学則は、平成９年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１０年４月１日） 

 この改正した学則は、平成１０年４月１日から施行する。 

 

   附 則（平成１１年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成１１年４月１日から施行する。 

２ 経済学部経済学科及び経営学科の入学定員・収容定員は、第３条の規定にかかわらず、

平成１１年度は、次のとおりとする。なお、平成１１年度３年次編入学定員については、

経済学部第一部経済学科及び経営学科３年次の編入学定員とする。 

 

入学定
員

３年次
編入学定員

収容定
員

昼間主コース 180 15 735
夜間主コース 50 － 50
昼間主コース 180 15 735
夜間主コース 50 － 50

平成１１年度

経済学部

学部

経済学科

経営学科

学科

 

３ 平成１１年４月１日から経済学部第二部の学生募集を停止し、当該在学生の卒業を待

って当該学部を廃止する。 

４ 平成１０年度以前に経済学部第一部及び経済学部第二部に入学した者に対する改正後

の学則第３条、第２６条、第２８条、第３１条、第３２条及び第４６条の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。 

５ 平成１１年度（２年次以上）及び平成１２年度（３年次）に経済学部第一部及び経済

学部第二部に転入学並びに編入学した者に対する改正後の学則第２６条、第２８条、第

３１条及び第３２条の規定の適用については、なお従前の例による。 

６ 平成１０年度以前に入学した者に係る授業料等の額は、改正後の第４６条の規定にか

かわらず、従前の例による。 

 

   附 則（平成１１年４月１日） 

  この改正した学則は、平成１１年４月１日から施行する。 
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   附 則（平成１２年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成１２年４月１日から施行する。 

２ 法学部法律学科昼間主コース、経済学部経済学科並びに経営学科昼間主コース、国際

商学部国際ビジネス学科昼間主コースの入学定員・収容定員は、第３条の規定にかかわ

らず、平成１２年度から平成１５年度までの間は次のとおりとする。 

 

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

法
学
部

法律
学科

昼間
主

コース
344 20 1,464 328 20 1,432 312 20 1,384 296 20 1,320

経済
学科

昼間
主

コース
202 15 772 194 15 786 186 15 792 178 15 790

経営
学科

昼間
主

コース
202 15 772 194 15 786 186 15 792 178 15 790

国
際
商
学
部

国際
ビジ
ネス
学科

昼間
主

コース
105 10 715 100 10 625 95 10 520 90 10 410

平成１５年度平成１４年度

経
済
学
部

学
部

学科

平成１２年度 平成１３年度

 

３ 国際商学部国際ビジネス学科の平成１２年度及び平成１３年度３年次編入学定員につ

いては、国際商学部国際商学科３年次の編入学定員とする。 

４ 平成１１年度以前に国際商学部に入学した者に対する改正後の学則第３条、第２６条、

第２８条、第３７条及び第４６条の規定の適用については、なお従前の例による。 

５ 平成１２年度（２年次以上）及び平成１３年度（３年次）に国際商学部に転入学並び

に編入学した者に対する改正後の学則第２６条、第２８条及び第３７条の規定の適用に

ついては、なお従前の例による。 

 

   附 則（平成１２年４月１日） 

 この改正した学則は、平成１２年４月１日から施行する。  

 

   附 則（平成１３年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成１３年４月１日から施行する。 

２ 法学部法律学科昼間主コース並びに国際商学部国際ビジネス学科昼間主コースの入学

定員・収容定員は、第３条の規定にかかわらず平成１３年度から平成１５年度までの間

は次のとおりとする。 
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入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

入学
定員

３年次
編入学
定員

収容
定員

法
学
部

法律
学科

昼間
主

コース
228 20 1,332 212 20 1,184 196 10 1,010

国
際
商
学
部

国際
ビジ
ネス
学科

昼間
主

コース
145 10 670 140 10 610 135 10 545

平成１５年度平成１４年度

学
部

学科

平成１３年度

 

３ 法学部総合実践法学科の平成１３年度及び平成１４年度３年次編入学定員について

は、法学部法律学科３年次の編入学定員とする。 

 

  附 則（平成１３年４月１５日） 

 この改正した学則は、平成１３年４月１５日から施行する。 

 

  附 則（平成１３年１１月１日） 

 この改正した学則は、平成１３年１１月１日から施行する。 

 

  附 則（平成１４年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 平成１４年度（２年次以上）及び平成１５年度（３年次）に国際商学部に転入学並び

に編入学した者に対する改正後の学則第２６条及び第３７条の規定の適用については、

なお従前の例による。 

 

  附 則（平成１５年４月１日） 

この改正した学則は、平成１５年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成１６年４月１日） 

この改正した学則は、平成１６年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成１６年１１月１日） 

この改正した学則は、平成１６年１１月１日から施行する。 

 

  附 則（平成１７年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成１７年４月１日から施行する。 

２ 平成１７年４月１日から国際商学部の学生募集を停止し、当該在学生の卒業を待って
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当該学部を廃止する。 

なお、３年次編入学定員についても、平成１９年４月１日から募集を停止する。 

３ 平成１６年度以前に国際商学部に入学した学生に対する改正後の学則第１条、第３条、

第６条、第２６条、第２８条、第３１条、第３２条、第３７条及び第４６条の規定の適

用については、改正後の条項にかかわらず、国際商学部国際ビジネス学科及びアジア共

生学科には、改正前の条項を適用する。 

４ 平成１７年度（２年次以上）及び平成１８年度（３年次以上）に国際商学部に転入学

並びに編入学した者に対する改正後の学則第１６条、第１７条、第２６条、第２８条、

第３１条及び第３２条の規定の適用については、改正後の条項にかかわらず、国際商学

部国際ビジネス学科及びアジア共生学科には、改正前の条項を適用する。 

 

附 則（平成１９年４月１日） 

この改正した学則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

  附 則（平成１９年１０月１日） 

 この改正した学則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

 

附 則（平成２０年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ 法学部、経済学部及び国際関係学部の入学定員・収容定員は、第３条の規定にかかわ

らず、平成２０年度から平成２２年度までの間は次のとおりとする。 

なお、３年次編入学定員については、平成２１年４月１日から募集を停止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入 学 定 員 収 容 定 員
昼 間 主 コ ー ス 1 1 0 6 7 0
夜 間 主 コ ー ス 6 0 2 4 0
昼 間 主 コ ー ス 5 5 3 7 5
夜 間 主 コ ー ス 2 5 1 4 5
昼 間 主 コ ー ス 1 1 5 6 5 5
夜 間 主 コ ー ス 4 5 1 9 5
昼 間 主 コ ー ス 1 2 0 6 6 0
夜 間 主 コ ー ス 5 0 2 0 0
昼 間 主 コ ー ス 1 3 5 6 6 5
夜 間 主 コ ー ス 4 0 2 0 5

昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス

昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス
昼 間 主 コ ー ス
夜 間 主 コ ー ス

学 部 学     科
平 成 2 0 年 度

3 年 次 編 入 学 定 員

法 学 部
法 律 学 科

1 0
－

総 合 実 践 法 学 科
1 0
－

経 済 学 部
経 済 学 科

1 5
－

経 営 学 科
1 5
－

国 際 関 係 学 部 国 際 関 係 学 科
1 0
－

学 部 学     科
平 成 2 1 年 度

入 学 定 員 収 容 定 員

法 学 部
法 律 学 科

1 1 0
6 0

5 9 0
2 4 0

総 合 実 践 法 学 科
5 5
2 5

3 2 0
1 3 0

経 済 学 部
経 済 学 科

1 1 5
4 5

4 0

5 8 5
1 9 0

経 営 学 科
1 2 0
5 0

5 9 5
2 0 0
6 2 0
1 9 0

学 部 学     科 平 成 2 2 年 度
入 学 定 員 収 容 定 員

国 際 関 係 学 部 国 際 関 係 学 科
1 3 5

法 学 部
法 律 学 科

1 1 0
6 0

5 1 0
2 4 0

総 合 実 践 法 学 科
5 5
2 5

2 6 5
1 1 5

経 済 学 部
経 済 学 科

1 1 5
4 5

5 1 5
1 8 5

経 営 学 科
1 2 0
5 0

5 3 0
2 0 0
5 7 5
1 7 5

国 際 関 係 学 部 国 際 関 係 学 科
1 3 5
4 0
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附 則（平成２１年４月１日） 

１ この改正した学則は、平成２１年４月１日から施行する。 

２ 平成２１年４月１日から法学部総合実践法学科の学生募集を停止し、当該在学生の卒

業を待って当該学科を廃止する。 

３ 法学部、経済学部及び国際関係学部の入学定員・収容定員は、第３条の規定にかかわ

らず、平成２１年度から平成２３年度までの間は次のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

昼 間 主 ｺ ｰ ｽ

夜 間 主 ｺ ｰ ｽ

計 6 0 0 2 , 5 5 5

3 0 1 4 0

国 際 関 係
学 部

国 際 関 係
　 　 学 科

1 0 0 4 3 5

4 0 1 6 0

2 5

経 済 学 部

経 済 学 科
1 1 0 4 4 5

4 0 1 6 5

経 営 学 科
1 0 0 4 2 0

法 学 部

法 律 学 科
1 4 0 5 3 0

4 0 1 8 0

総 合 実 践
　 法 学 科

－ 5 5

－

計 6 0 0 3 , 0 0 0

学 部 学     科
平 成 ２ ３ 年 度

入 学 定 員 収 容 定 員

3 0 1 6 0

国 際 関 係
学 部

国 際 関 係
　 　 学 科

1 0 0 5 0 5

4 0 1 7 5

6 5

経 済 学 部

経 済 学 科
1 1 0 5 0 5

4 0 1 7 5

経 営 学 科
1 0 0 4 9 0

法 学 部

法 律 学 科
1 4 0 5 7 0

4 0 2 0 0

総 合 実 践
　 法 学 科

－ 1 5 5

－

計 6 0 0 3 , 5 0 5

学 部 学     科
平 成 ２ ２ 年 度

入 学 定 員 収 容 定 員

3 0 1 8 0

国 際 関 係
学 部

国 際 関 係
　 　 学 科

1 0 0 5 8 5

4 0 1 9 0

1 0 5

経 済 学 部

経 済 学 科
1 1 0 5 8 0

4 0 1 8 5

経 営 学 科
1 0 0 5 7 5

法 学 部

法 律 学 科
1 4 0 6 2 0

4 0 2 2 0

総 合 実 践
　 法 学 科

－ 2 6 5

－

学 部 学     科
平 成 ２ １ 年 度

入 学 定 員 収 容 定 員


